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犯罪被害者の回復を促すために

Restoring	the	mental	health	of	crime	victims

浅　野　　　正＊
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要旨：犯罪被害者を保護する法制度の整備が着実に進む中、被害者の精神的健康や望
ましい被害者支援の在り方に関心が向けられている。犯罪被害は自然災害や交通事故な
どと同様に、外傷後ストレス障害を引き起こしやすいことが知られている。外傷後スト
レス障害と関連する危険因子の中でも、犯罪被害支援の実践に役立つと思われる、被害
経験を周囲に伝えようとする被害者の態度と、周囲の否定的・肯定的反応を取り上げた
実証的な研究を本稿では詳しく紹介する。犯罪被害支援の実践現場、その中でも特に本
稿では、被害者参加制度や証人の保護制度などが導入されている裁判所を取り上げる。
被害者の精神的健康に関する調査や研究から引き出される知見を踏まえながら、裁判所
で生じやすい二次被害を克服し、被害者の精神的健康の促進を図る被害者支援の在り方
を検討する。

キーワード：犯罪被害者、被害者支援、精神的健康、外傷後ストレス障害、裁判所

Ⅰ　はじめに

　犯罪被害者白書をみると、犯罪被害者数、精神的健康への影響、被害者を支えるための支援制
度や関係機関など、広く犯罪被害の実態を知ることができる。平成 25 年版犯罪被害者白書によ
れば、罪種別にみた認知件数は、強盗は約 3,600 件、暴行と傷害はそれぞれ 25,000 件を超えてお
り、性犯罪については、強姦が約 1,200 件、強制わいせつが 6,900 件程度である。ただし法務総
合研究所が実施した第 4 回犯罪被害実態（暗数）調査では、被害申告率は強盗等が 45%、暴行・
脅迫、性的事件は 20% 前後であり、犯罪に遭っても被害申告をしない人も多く、被害届が出さ
れて公的機関が犯罪として取り扱った認知件数を上回る数、実際には犯罪被害に遭った人が存在
している。内閣府による犯罪被害類型別継続調査の結果では、殺人・傷害等の被害者、および性
犯罪の被害者の半数以上が、事件の被害に遭ったことでの精神的な問題や悩みがあったと回答し
ている。犯罪被害者を支援する体制について、犯罪被害者白書には、関係機関・団体名として、
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警察、犯罪被害者援助団体、法テラス、検察庁、都道府県、医療施設など相当数が列挙されてお
り、数多くの関係機関が被害者支援に取り組んでいる様子がうかがえる。平成 17 年に犯罪被害
者等基本法が施行されたことを契機として、犯罪被害者を保護するための法制度の整備が進ん
だ。同年に犯罪被害者等基本計画（第 1 次基本計画）が策定され、損害回復・経済的支援等への
取り組み、精神的・身体的被害の回復・防止への取り組み、被害者の刑事手続きへの関与拡充へ
の取り組みなど、犯罪被害者保護を目的とした各種施策が実現している。現在は第 1 次基本計画
が 5 年の計画期間を終了し、平成 23 年からは第 2 次基本計画が引き続き実施されている。
　犯罪被害は、事前に予測していないことが突然に、しかも恐怖を伴って体験され、その結果と
して外傷後ストレス障害が引き起こされることがあるため、同様の傾向のある自然災害や交通事
故、さらには児童虐待や戦闘体験などのライフ・イベントと併せて調査されることがある。本稿
では、犯罪被害体験や自然災害などトラウマとなる出来事の一般人口における流布率や、それに
伴う外傷後ストレス障害の発症率等を広範囲に調べた調査を紹介する。次に、外傷後ストレス障
害の概要を説明するとともに、特にその症状に関連する危険因子を探索した実証的な研究を概観
する。どのような要因が犯罪被害者の精神的健康を損なう二次障害を引き起こすかが特定できれ
ば、それに配慮した被害者への配慮が可能となる。こうした観点から、犯罪被害者支援の実践の
中でも、特に本稿では裁判所を取り上げ、望ましい被害者支援の在り方を検討する。

Ⅱ　犯罪被害体験と精神的健康に関する調査

　犯罪被害者になる可能性は誰にでもある。犯罪に遭いやすい被害者側の特定の要因が犯罪を招
くのではない。むしろ主として加害者側の要因により犯罪は生じ、誰がその被害者となるかはか
なりの程度偶然によるところが大きい。そのため犯罪に遭遇することを事前に予期していること
は少なく、むしろ普段と変わらない生活を送っている犯罪被害者が、突然犯罪に巻き込まれる。
そして犯罪の内容によっては、自らが死に至るのではないかという強い恐怖を伴うこともある。
強い恐怖を伴う出来事が突然生じるという点で、犯罪の被害に遭うことは、地震や火事などの自
然災害や交通事故に遭遇することなどと共通している。そのため犯罪被害後の精神的健康に関す
る調査は、災害や事故などのストレス・イベントと併せて実施され、特に外傷後ストレス障害

（posttraumatic	stress	disorder:	PTSD）との関連に関心が向けられることが多い。
　犯罪被害体験の他、自然災害や児童虐待などトラウマとなる出来事の一般人口における流布率
や、それに伴う外傷後ストレス障害の発症率等を調べた疫学調査がアメリカで実施されている。
1990 年から 1992 年までに行われた調査であり、一定のサンプリング手続きを経て抽出された 15
歳から 54 歳までの幅広い年齢層の 5,877 名を対象とし、150 名を超える面接者が 1 名の対象者
につき 2 回、それぞれ 1 時間を超える面接を行うという大規模なものである（Kessler,	Sonnega,	
Bromet,	Hughes	&	Nelson、	1995）。この調査によると、およそ 6 割の男性と 5 割の女性が、そ
れまでの人生の中で何らかの種類のトラウマを体験したと回答している。最も多くの人が体験し
たトラウマは、誰かが傷害を負わされるのを目撃したというものであり、火事や洪水などの自然
災害に巻き込まれたり、生命を脅かされるほどの事故に遭遇することが、それに次いで多かっ
た。男性に目立って多いトラウマは、傷害や暴行、戦闘経験、凶器を使って脅されることであ
り、女性は特に強姦や強制わいせつなどの性犯罪や、児童虐待の被害が多かった。何らかのトラ
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ウマを体験した人の中で、約 8% の男性、約 20% の女性が PTSD を発症している。トラウマの
内容によって PTSD の発症率は異なる。またそれは性別によっても異なる。男性で目立つのは
戦闘経験であり、戦闘を経験した男性の 4 割近くが PTSD に罹患している。女性では強姦被害
者の 46% が PTSD に罹患している他、強制わいせつの被害を受けたり、傷害や暴行、身体的虐
待、凶器で脅される体験などが PTSD につながりやすく、女性は男性以上に性暴力を含めた暴
力被害の影響が大きいといえる。
　女性の方が男性よりも外傷後ストレス障害になりやすいことが影響してか、男性は含まず、
女性の対象者のみの同様の疫学調査も行われている。ランダムサンプリングにより選抜された
18 歳から 34 歳までの 4,008 名の成人女性を対象に、電話でのインタビュー調査が実施された

（Resnick,	Kilpatrick,	Dansky,	Saunders	&	Best、	1993）。全対象者のうち 69% の女性が、調査時
点までに何らかのトラウマを体験しており、強姦、その他の性暴力、身体的暴力、身近な人の殺
人などの犯罪被害に遭っている女性は 36% であった。強姦の被害者の 32%、身体的暴力を受け
た女性の 39% が PTSD に罹患したという結果が示されており、犯罪被害により精神的健康が大
きく損なわれることが分かる。犯罪被害による PTSD の発症率は、犯罪以外の出来事による被
害体験によるものの 2 倍を超えている。犯罪被害は、加害者が人間であることから人への不信感
や怒りが生じるが、自然災害などの出来事は、自然が加害の主体であるという点で犯罪被害と
異なっており、そのため犯罪被害による PTSD 発症率の方が高いのかもしれない。被害の内容
を詳しく見ると、生命を脅かすほどの犯罪であり、実際に身体に傷害を負わされている場合に、
PTSD を発症する率が高くなる。2006 年に実施された比較的新しい別の調査でも、18 歳から 76
歳までの 3,001 名の女性を対象とした電話インタビューの中で、強姦の被害に遭ったことがある
と回答した女性の 36% が同時に PTSD も体験しており、犯罪被害と PTSD との強い関連が示さ
れている（Amstadter,	McCauley,	Ruggiero,	Resnick	&	Kilpatrick、	2008）。

Ⅲ　外傷後ストレス障害（PTSD）とは

　外傷後ストレス障害（posttraumatic	stress	disorder:	PTSD）とは DSM- Ⅴの中の診断基準の
1 つである。この診断が満たされるためには、危うく死ぬまたは重傷を負うような体験を本人が
している、あるいはそれを目撃しており、その外傷的な出来事により強い恐怖や戦慄を感じたと
いう体験が必要である。犯罪被害は、性暴力被害であっても、傷害や暴行など身体を傷つけられ
る事件であっても、自らの身の安全を脅かされる出来事であり、PTSD 診断の条件となる外傷的
出来事の 1 つと考えられている。さらに外傷後ストレス障害の症状は大きく 3 つに分けられてお
り、診断を満たすためにはそれぞれの症状が 1 か月以上続く必要がある。
　まずは外傷的出来事が頻繁に想起されて、強い苦痛が生じることである。再体験の症状は本人
がコントロールできず、外傷体験に関係したり類似する出来事をきっかけに侵入的に起こること
が特徴である。外傷的出来事に関する恐ろしい夢を見ることもある。同じ出来事が再び起こって
いるように感じて生々しい恐怖が生じる。もう 1 つの症状は、外傷に関連することを回避した
り、反応麻痺が認められることである。外傷となる出来事を想起させるような人や場所などの刺
激を避けたり、そうしたことを考えまいとして実際に所々記憶がなくなることもある。反応麻痺
とは、社会的活動への関心がなくなったり、他者から孤立していると感じたり、肯定的な感情が
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持てなくなることである。再体験と回避、麻痺とは一見すると正反対の内容であるが、その両方
を交互に体験するところに外傷後ストレス障害の特徴がある。最後は過覚醒の症状である。十分
に睡眠がとれなかったり、いらいらしやすくなったり、集中することが困難になる。非常に驚き
やすくなるなど、過度の過敏さも外傷後ストレス障害の症状の 1 つといえる。
　実際の犯罪事例において、事件後に被害者がどのような精神症状を訴えるかが報告されてお
り、犯罪被害と外傷後ストレス障害の関連について実例を通して知ることができる。この事例は
コンビニ強盗であり、午前 10 時頃に店に出勤していた 30 代の女性従業員 2 名のうち、レジを担
当していた 1 名が、突然男性に包丁を向けられた。彼女は大声を出して店を飛び出し、助けを呼
んだ。もう 1 名の女性は奥の倉庫で作業をしていたが、事件に気付くとそのままじっと隠れてい
た。約 10 分後に警察が駆けつけて、男性は逮捕された（仙波・中谷・芳賀、	2010）。レジを担当
していて包丁を突き付けられた女性従業員は、事件後の精神科受診の中で「関連するささいなこ
とから事件を思い出し、そのときの生々しい恐怖感を体験してしまう」と語っていたということ
である。これは再体験の症状といえる。また、「人気のないところだと犯人が出てきそうで怖く、
1 人で帰宅できない」「ちょっとした物音で過敏に驚く」とも述べており、それぞれ回避と過覚
醒の症状に相当する。また倉庫に隠れていた女性は、「事件のことが頭から離れない。思い出す
と怖くなり涙ぐんでしまう」など再体験の症状が認められた他、事件のことが断片的になって
所々思い出せなくなっていたり、日中ぼんやりとしていて周りの人が声をかけても反応を示さな
いことがあったという。この事例では、倉庫に隠れていた女性は比較的回復が早く、およそ 1 か
月後には職場復帰できたが、レジにいて包丁を向けられた女性は事件の 3 か月後にも突然事件の
ことを思い出してパニック発作を起こして救急車で搬送されるというエピソードがあり、精神科
通院も 1 年近く続くなど事件後の経過が順調ではなかった。この女性の回復が遅れた原因につい
て、事例報告の中で、比較的回復が順調だったもう 1 人の女性と比べて家族からのサポートが十
分でなかったり、転職を余儀なくされたり、精神科への通院が不定期であったことなどが挙げら
れている。事件そのものの影響だけではなく、その他の複数の要因が精神症状に影響して回復を
遅らせることもあることが、2 事例の比較から検討されている。
　犯罪を経験することによる心理状態の変化に関して、心理検査を使って検討した報告もある。
事件は小学 6 年生の男子が下校途中に男性に襲われて、刃物で首を刺されて死亡し、男性は住
民に追われて逃走したが、近くの倉庫で自殺したというものである（一丸・倉永・森田・鈴木、	
2001）。この研究報告では、被害となった男子生徒が通っていた小学校の 1 年生から 6 年生まで
の全児童 129 名に対し、S-HTP 法（Synthetic	House-Tree-Person	technique）という心理検査
を数か月の間隔をあけて 3 回実施して、その変化を分析している。S-HTP 法とは、1 枚の画用紙
に家と木と人を入れて、自由に絵を描いてもらうという描画法の 1 つであり、その描かれ方から
被検者の自己像や外界との関係を把握できると考えられている。1 回目の施行では、およそ 4 割
の児童が事件の影響が表現されていると思われる絵を描いていた。同じ学校に通う生徒が殺され
たという痛ましい事件が、多くの児童の心に変化を及ぼして、それが描画に表れたことが推測さ
れる。事件の影響がうかがえる描画は、主として 2 種類のものがあったという。1 つ目は燃える
家、破壊される木、激しい感情を示す人などが描かれることが多く、全体として興奮、攻撃性、
怒りや恐怖などが感じられる内容であり、色塗りが激しいなどエネルギーの強い描画法が特徴的
だった。もう 1 つのタイプは、不自然な彩色の家、葉や実の少ない木、動きのない人が描かれる
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など、感情の抑制、非現実感、寒冷化などを特徴としており、事件の発生時で時間が止まってい
るような描画もあった。最初のタイプの描画は、激しい感情が体験されており、事件から連想さ
れる攻撃性や破壊がテーマとなって表現されているという点で、PTSD の症状の 1 つである再体
験と関連するとも考えられる。また、もう 1 つの描き方は、不穏な気分を抑制して動きが止まっ
ており、非現実的な世界へ避難する意味合いもあることから、回避や麻痺の症状が連想される。
しかし、こうした事件の影響がうかがえる描画も、事件からおよそ 1 年後に実施された 3 回目の
S-HTP 法では、全体の 14% 程度まで減少していた。大半の児童が、一時的に事件の影響を受け
ながらも、時間の経過とともに心の健康を取り戻したものと考えられる。

Ⅳ　外傷後ストレス障害の悪化を促す危険因子

　外傷後ストレス障害は、たとえ診断を満たしていても軽症であることもあれば重症の場合も
あり、症状の程度は様々である。犯罪の場合は事件の衝撃が大きいほど、症状が重くなること
が知られている。先に紹介した 4,008 名の成人女性を対象にした電話でのインタビュー調査に
よれば、生命に危険が及ぶ事件に遭い、実際に身体を傷つけられている場合には、どちらの要
因も含まれない事件の被害と比較して、PTSD を発症率が 2 倍を超える（Resnick,	Kilpatrick,	
Dansky,	Saunders	&	Best、	1993）。生命に危険が及ぶ事件であることが、PTSD の重症度と関連
するという同様の結果は、別の研究でも示されている（Ullman	&	Filipas、	2001;	Ullman,	Filipas,	
Townsend	&	Starzynski、	2007）。また 126 名の犯罪被害者を対象とした別の研究で、事件の数
か月後に PTSD を測定する自記式の質問紙を実施して予測因子を分析したところ、全対象者中
およそ 4 割は暴力犯罪、6 割が窃盗など財産犯の被害に遭っていたが、暴力犯罪の被害者であ
ることが、他の要因以上に PTSD の重症度を強く予測していた（Wohlfarth,	Winkel	&	Brink、	
2002）。
　これらの研究が示すように、事件に表れる暴力性が被害者の精神症状に影響するが、事件は過
去の事実であり、その後に変化を促すことは困難である。先に紹介したコンビニ強盗の 2 名の被
害者のように、同じ事件に遭遇しながら、家族を含めた周囲の対応の違いなどにより、一方の回
復が遅れるということがある。外傷後ストレス障害は、事件の内容以外にも複数の要因によって
症状が軽くもなり重くもなるという性質があるようである。そして、そこにこそ犯罪被害者との
適切なかかわり方を考える上でのヒントがある。犯罪被害後の PTSD にどのような要因が関連
しているかが分かれば、周囲の配慮により被害者の症状が軽い程度ですむ、あるいは少なくとも
重症化しないための具体的な方法を考案できる。犯罪被害者支援の実践に有益となるという目的
意識から、PTSD と関連を示す危険因子を特定する研究が数多く行われている。ここではそれら
の研究を便宜的に、犯罪被害者が被害内容を周囲に伝えること、それに対する周囲の反応という
2 つの視点から整理して順次研究を紹介したい。
　まずは、被害について周囲に伝えようとする被害者の態度を分析に含めた研究である。PTSD
症状を予測する因子を 86 名の被害者のデータから分析した研究では、話すことを躊躇する態度

（「私は事件について人に話すことに困難を感じる」などの項目に高得点）か、それとは逆ではあ
るが、積極的に話そうとする態度（「自分の体験を何度も人に話したくなる」などの項目に高得
点）が強い被害者ほど、どちらも共通して事件から 11 か月経った時点での PTSD 症状が悪化し
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ていることが見出されている（Mueller,	Moergeli	&	Maercker、	2008）。この研究は傷害や暴行
の被害者を対象としており、サンプルに男性も女性も含んでいるが、性暴力被害を受けた女性の
みの別の研究でも、公的な援助者に犯罪について話すことに肯定的な態度を有し、人に伝える
理由を数多く挙げられる被害者ほど、PTSD の症状が重い傾向があるという、同じ結果が得られ
ている（Jacques-Tiura,	Tkatch,	Abbey	&	Wegner、	2010）。話すことを躊躇する態度が強いほ
ど PTSD 症状が重くなるのは、人に話さないことは PTSD 診断の基準となる回避や反応麻痺を
強めることにつながるからだと考えられる。他者に事件のことを話さないことは、事件に触れな
いようにすることでもある。こうした回避的コーピングは PTSD	の重症化につながる（Scarpa,	
Haden	&	Hurley、	2006;	Ullman,	Filipas,	Townsend	&	Starzynski、	2007）。犯罪だけでなく、自
然災害や不慮の事故などすべてのトラウマを含んでおり、また未成年児童のみを分析対象として
いる点でやや制約があるが、最近のメタ・アナリシスにおいて、事件のことを考えないように
したり、気をそらして事件に触れないようにする態度は、外傷体験で生命を脅かされるほどの
恐怖を感じたこと以上に、PTSD 症状を悪化させる影響力があることが示されている（Trickey,	
Siddaway,	Meiser-Stedman,	Serpell	&	Field、	2012）。ではそれとは正反対である、積極的に話そ
うとする態度が、同じように重度の PTSD に関連があるという結果についてはどのように考え
ればよいだろうか。1 つの理解は、精神症状が重度の被害者ほど、周囲の援助を必要とし求める
傾向があるため、分析をすると両方に関連が認められるというものである。別の可能性として
は、事件のことを他者に伝えたが、周囲の対応に落胆し、あるいはひどい場合には苦痛を感じて
二次被害が生じたということも考えられる。あるいは、話す態度には国民性が影響しているか
もしれない。ある国際比較研究で、中国人データでは積極的に話そうとする態度が、ドイツ人
データでは話すことを躊躇する態度が、より顕著に PTSD 症状を悪くしていた（Mueller,	Orth,	
Wang	&	Maercker、	2009）。
　次に、周囲の反応の仕方を分析に含めた研究を概観してみる。周囲からの否定的な反応が
PTSD 症状の悪化と関連することを示した研究は複数ある（Andrews,	Brewin	&	Rose、	2003;	
Hassija	&	Gray、	2012;	 Jacques-Tiura,	Tkatch,	Abbey	&	Wegner、	2010;	Mueller,	Moergeli	
&	Maercker、	2008;	Scarpa,	Haden	&	Hurley、	2006;	Ullman	&	Filipas、	2001;	Ullman,	Filipas,	
Townsend	&	Starzynski、	2007）。周囲からの否定的な反応をどのような質問項目によって測定
しているかは研究によって異なる。一例として否定的な反応を具体的に次の 5 つ、すなわち、被
害者の自己決定権を奪うこと、被害者を非難すること、被害者を異なったものとして扱うこと、
日常の生活に戻るように伝えるなど事件から気をそらせること、援助提供者が被害者ではなく
自分の必要性に焦点づけられた反応をするなどの援助者中心の行動を取ることに分けて分析し
ている研究がある（Hassija	&	Gray、	2012;	Ullman	&	Filipas、	2001;	Ullman,	Filipas,	Townsend	
&	Starzynski、	2007）。5 つの合計得点が PTSD 症状と関連しているので、どの要素も被害者に
否定的に影響すると思われるが、5 つを分けて分析してみると、被害者を異なったものとして扱
うことと、日常の生活に戻るように伝えるなど事件から気をそらせることが、被害者に対し特
に強く否定的な影響を与えている。別の研究では否定的な反応を、「私は事件以来社会の通常の
メンバーではなくなった気がする」という質問項目を含む一般的な不承認と、「私の経験は、私
の家族の中で過少に評価されている」といった家族内で感じる不承認とに分けて分析している

（Mueller,	Moergeli	&	Maercker、	2008）。また、「人は私に気恥ずかしさを感じさせた」や「人
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は私に、それは私の失敗であり、私が何か悪いことをしたと思わせた」などの質問項目により、
事件のことを人に伝えたことの後悔を、周囲からの否定的な反応の内容としている研究もある

（Jacques-Tiura,	Tkatch,	Abbey	&	Wegner、	2010）。
　周囲からの否定的な反応に併せて、肯定的な反応を測定する質問紙も含めて分析している研究
が多い。しかし、否定的な反応は PTSD 症状に影響しやすいのに対し、肯定的な反応は PTSD
症状とは関連を示さないことが多い（Andrews,	Brewin	&	Rose、	2003;	Jacques-Tiura,	Tkatch,	
Abbey	&	Wegner、	2010;	Mueller,	Moergeli	&	Maercker、	2008;	Ullman	&	Filipas、	2001）。例え
ば、身近な人や公的援助者からのサポートに対する満足感（Ullman	&	Filipas、	2001）、「多くの
人が事件後最初の数日に援助を申し出た」という質問を含む周囲からの承認（Mueller,	Moergeli	
&	Maercker、	2008）、「人々があなたのことを気にかけていることをどの程度示したか」などの
質問項目（Jacques-Tiura,	Tkatch,	Abbey	&	Wegner、	2010）のいずれも PTSD 症状と関連しな
かった。PTSD という精神疾患の性質として、周囲からの肯定的な反応によっては影響を受けに
くく、否定的な反応に対する脆弱性は高いということがあるのかもしれない。犯罪被害者援助の
実践に際しては、肯定的な対応によって被害者の症状を改善させようとするよりも、まずは被害
者に悪影響を与えるような否定的な反応をしないような配慮が必要といえるかもしれない。ある
いは、否定的な反応にならないための最も効果的な方法が、肯定的な反応をすることであるいう
考えも成り立つ。
　先に、事件のことを他者に積極的に話そうとする態度が、PTSD 症状の悪化につながるという
研究を紹介した。話さなければ周囲の反応はないが、他者に伝えたことがきっかけになって周囲
の反応が生じ、それを被害者が否定的に受け止めたことが病状悪化の一因となったのかもしれな
い。ある研究結果では、被害者が事件のことを何名の人に話したかという数が増加するほど、周
囲からの肯定的反応と否定的反応の両方を増加させる一方で、事件の経験を長時間にわたり深い
水準で他者と話すことは、肯定的反応を増加させる一方で、否定的反応を減少させるという関係
が示されている（Ullman	&	Filipas、	2001）。何人の人と話すかは大部分被害者の選択によるもの
であり、PTSD 症状の悪化につながる否定的反応に直面するリスクが生じるが、肯定的反応を増
加させる可能性もある。被害者は、そのどちらになるかの岐路に立たされるともいえる。被害者
と事件のことを長時間じっくりと話すことは、両者のコミュニケーションであるという意味で援
助者の態度も関係する。良好なコミュニケーションにより、被害者が周囲から否定的な反応を受
けていると感じなくなり、周りは肯定的に反応してくれていると受け止めることが、全体として
PTSD 症状の重症化を防ぐことにつながると考えられる。したがって、周囲からの肯定的反応
は、PTSD 症状に直線的対応はしていないかもしれないが、コミュニケーションの質を全体とし
て高め、被害者が事件のことを積極的に話したが、周囲からの否定的反応を感じて精神状態が悪
くなるという悪循環を防ぐための重要な要因だととらえることが適切だと思われる。
　また、自分を責めたり否定的に捉える傾向の強さが、PTSD 症状の悪化を予測する危険因子で
あることを示した研究が複数ある（Frazier	&	Schauben、	1994;	Hassija	&	Gray、	2012;	Mueller,	
Moergeli	&	Maercker、	2008;	Wohlfarth,	Winkel	&	Brink、	2002;	Ullman,	Filipas,	Townsend	&	
Starzynski、	2007）。どのような質問項目により自責感を測定するかは研究によるが、一例とし
て、「あなたはどの程度今回の体験について自分自身の行動を責めたか」、「私の人生はトラウマ
となる出来事により破壊された」、「その事件はたまたま私に対してだったので起こった」などと
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いった質問項目が使用されている。さらなる分析として、Hassija	and	Gray（2012）は 68 名の
大学生を対象に、対人暴力が生じた時に自分を責める傾向、周囲が否定的に反応しているという
とらえやすさ、および PTSD 症状との関連を分析したところ、自責感が強い学生ほど、社会的
反応を否定的に体験しやすく、そのことがいわば媒介変数となって、PTSD 症状を悪化させてい
ることを見出している。支援の実践にも生かせる知見であり、自責の念を抱かないように働き掛
けることが、周囲の反応が否定的であると感じにくくすることにもつながるかもしれない。

Ⅴ　裁判所での被害者への配慮

　犯罪被害者支援の実践は、被害者支援とは別の主たる業務を行っている複数の関係機関が、被
害者との接点において、その対応の仕方を被害者にとってよいものに向上させようとしていると
いうのが実情である。各機関により専門性が異なるので、被害者は必要とする援助を求めて複数
の関係機関を行き来することになる。平成 22 年版犯罪被害者白書をみると、地域における犯罪
被害者支援と題する章において、犯罪被害者が支援を受ける代表的な関係機関として、警察、検
察、弁護士会、法テラス、地方公共団体、医療機関など、10 を超える関係機関が列挙され、犯
罪被害者が不用意にたらい回しにならないような連携・協力が必要であると論じられている。ど
の関係機関も努めて被害者に配慮をしているが、二次被害の危険性は常にある。ただし、周囲か
らの反応が否定的、あるいは肯定的と被害者が受け止めやすい具体的な対応は、それぞれの機関
によって異なるかもしれない。それでは特に裁判所では、どのような対応を犯罪被害者が否定的
にとらえやすいだろうか。Herman（2003）は、司法機関では被害者の求めるものと被害者に求
められるものとの間にずれが生じやすく、そのことが被害者の精神的健康を損なうことがあると
指摘する。

　「被害者は、社会からの承認とサポートを必要としている。一方で司法は、被害者の信用性
に対しての公的挑戦に、被害者が持ちこたえられることを要求する。
　被害者は効力感を確立し、自らの人生をコントロールする必要がある。一方で司法は、被害
者が理解できず、またコントロールできない複雑なルールや手続きに被害者が服することを要
求する。
　被害者は自分自身の方法で、自分が選択したセッティングで、自分のストーリーを話す機会
を必要としている。一方で司法は、一貫した意味のあるナラティブを構築するいかなる個人的
試みをも壊すような、型通りのイエス・ノー形式の質問に被害者が答えることを要求する。
　被害者は、トラウマを想起させる特定のものに曝されることをコントロールしたり制限する
必要がある。一方で司法は、被害者を加害者に直接引き合わせ、外傷体験を再び経験すること
を被害者に要求する。」（Herman、	2003、	p159-160）

		前章で周囲からの否定的な反応を 5 つの質問項目によって測定している研究を紹介した。すな
わち、被害者の自己決定権を奪うこと、被害者を非難すること、被害者を異なったものとして扱
うこと、日常の生活に戻るように伝えるなど事件から気をそらせること、援助提供者が被害者で
はなく自分の必要性に焦点づけられた反応をするなどの援助者中心の行動を取ることの 5 つであ
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る。この中で特に裁判所では、犯罪被害者は次の 2 つ、つまり自分が異なったものとして扱われ
ているのではないかとか、自分の必要性ではなく裁判所の関心で職員が対応していると受け止め
ることが多いかもしれない。また別の研究で、事件のことを人に伝えたことの後悔を示すものと
して取り上げられていた、「人は私に気恥ずかしさを感じさせた」や「人は私に、それは私の失
敗であり、私が何か悪いことをしたと思わせた」などの質問項目には、特に裁判所で被害者は、
そう思うと回答することが多くなるかもしれない。裁判では客観的な犯罪事実を明らかにしよう
とする。犯罪事実をよく知っているのは当事者である犯罪被害者であるが、被害者の述べること
の信用性も、やはり裁判では問われる。被害者は自分がなぜ信用されないのか、なぜ疑われるの
かと感じるかもしれない。被害者が証人として出廷して証言する場合に、特にこうした事態が生
じやすいと思われる。また加害者の量刑判断をするために、被害者に落ち度がなかったかを確認
することがあるが、落ち度がなかったかどうかという目で見られること自体、被害者には否定的
な対応として受け取られる可能性がある。一方で Herman（2003）は、司法の介入により、犯罪
被害者の重要なニーズが満たされることを指摘する。

　「司法システムへの参加は、最終的には被害者に対し、自分自身の十分な安全と保護を提供
し、加害者の繰り返される犯罪を抑止することで、他者を守っているという被害者の効力感を
高める。司法的介入は、犯罪被害者の受けた苦痛の公的承認と、彼らになされた損害に対する
賠償と、（これはまれであるが）謝罪を被害者に提供する。立法的権威による承認と介入は、
被害者のコミュニティーへの信頼、それは加害者が刑罰を受けなければ修復できない信頼を回
復させる。」（Herman、	2003、	p160-161）

　平成 17 年に犯罪被害者等基本法が施行され、さらに犯罪被害者等基本計画が策定され、犯罪
被害者を保護するための法制度の整備が着実に進んでいる。裁判所に関連する制度としては、被
害者の刑事手続きへの関与拡充への取り組みの一環として、被害者参加制度、損害賠償命令制
度、少年審判の傍聴を可能にする制度などが導入されている。被害者参加制度により、被害者等
は被害者参加人として刑事裁判に参加し、証人への尋問、被告人への質問、意見陳述などができ
るようになった。平成 20 年の少年法改正により、一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴
できるようになり、また家庭裁判所が被害者等に審判の状況を説明する制度も施行された。平成
21 年に裁判員制度が開始されてからは、証人の保護制度や被害者特定事項の秘匿などに対する
関心が高まっている。被害者は証人として出廷して証言することがあるが、被告人との間を遮へ
いする制度、証人を別室に在籍させるビデオリンク、また適当と認められる者を証人に付き添わ
せる制度がある。刑事手続きにおいて被害者の氏名等の情報を保護するための制度もある（犯罪
白書、	2013）。
　これら被害者を保護するための制度は、被害者には周囲が肯定的に反応してくれるものと受け
取られるだろう。前章で紹介した研究を踏まえると、周囲の肯定的な反応が PTSD 症状の改善
を直接うながすことはないかもしれない。しかし肯定的な反応が増加すれば、全体として被害者
と周囲とのコミュニケーションの質が高まり、被害者が否定的な対応と受け取る度合いが減ると
いうことはあるだろう。そのことが被害者の PTSD 症状の悪化を防ぎ、精神的健康をより良い
ものにするということが考えられる。具体的な状況では、例えば被害者は当事者として犯罪事実
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をよく知っているため、被害者が刑事裁判に証人として参加することがあるが、この場合被害者
とはいえ証人として発言をするのだから、その信憑性は裁判で確認されることになる。そのこと
が、被害体験を周囲に訴え、自分の辛い気持ちを分かってもらうことを期待する被害者のニーズ
とはずれを生じさせ、被害者は否定的な対応を受けたと感じるかもしれない。しかし一方で、証人
と被告人との間の物理的な遮へい、証人を別室に在籍させてビデオリンクを活用する方法、また適
当な者を証人に付き添わせるといった証人の保護制度に対して、被害者は裁判所が自分に配慮して
くれると感じるだろう。裁判所での刑事手続きの中では、やむを得ず二次被害が生じやすい状況が
あるかもしれないが、被害者の保護制度を充実させることで、全体として否定的な対応との受け止
めを緩和し、被害者が周囲の対応を肯定的に感じられるような配慮が重要だと思われる。

Ⅵ　結　び

　犯罪被害者の精神的健康に関する研究を概観すると、多くの研究が、事件後の外傷後ストレス
障害と関連する危険因子を、複数の質問紙調査により明らかにしようとしている。外傷後スト
レス障害と関連する危険因子として、本稿では特に犯罪被害者が被害内容を周囲に伝えること
と、それに対する周囲の反応という 2 つの観点からの研究を紹介した。それはこうした研究が最
も、被害者支援の実践に役立てられる知見を含んでいると思われるからである。しかし、危険因
子として別のものを分析の対象としている研究もある。例えば、犯罪被害者の怒りが、PTSD 症
状を強めることを見出し、犯罪被害者のアンガー・マネジメントを含む介入の必要性を示唆する
研究もある（Orth,	Cahill,	Foa	&	Maercker、	2008;	Riggs,	Dancu,	Gershuny,	Greenberg	&	Foa、	
1992）。犯罪被害者が、自分が経験した事件が新聞やテレビで報道されているのを見ると、悲し
さ、怒り、驚きなどを感じやすく、そうした否定的な感情反応と PTSD 症状との間に関連を見
出した研究もある（Maercker	&	Mehr、	2006）。PTSD 症状だけではなく、生活の質全般につい
ても調べたところ、犯罪被害者は健常者と比較して、PTSD 症状の強さだけではなく、仕事や余
暇、友人・家族関係など幅広い領域での生活の質が低下していることを明らかにした研究もあ
る（Paunovic	&	Ost、	2004）。また、時間とともに PTSD 症状は減少していくことを実証的に示
した研究もある。96 名の女性の性暴力被害者について、事件直後は 9 割以上が PTSD の診断基
準を満たしていたが、1 か月後には 6 割程度、3 か月後には 5 割程度まで減少した（Rothbaum,	
Foa,	Riggs,	Murdock	&	Walsh、	1992）。時間経過に伴う PTSD 症状の減少は、性暴力被害だけ
ではなく、性犯罪を除く身体的暴力を受けた男女でも同様の現象がみられる（Riggs,	Rothbaum	
&	Foa、	1995）。本稿では、周囲の肯定的な反応は PTSD 症状とは関連しにくいことを指摘した
が、それとは一見矛盾するような結果が、複数のメタ・アナリシスで示されている。トラウマと
PTSD の関連をテーマとしたメタ・アナリシスにおいて、トラウマの衝撃の強さ、全般的なスト
レス、ソーシャルサポート、児童虐待や不遇な生育歴など 14 の危険因子を調べたところ、ソー
シャルサポートの欠如が最も強く PTSD 症状を予測していた（Brewin,	Andrews	&	Valentine、	
2000）。別の同種のメタ・アナリシスでも、低いソーシャルサポートが、2 要因の関連の程度を
示す効果値が中程度以上、つまりそれほど弱くない程度に PTSD 症状を予測している（Trickey,	
Siddaway,	Meiser-Stedman,	Serpell	&	Field、	2012）。ただし、これらのメタ・アナリシスは犯罪
だけでなく、自然災害や不慮の事故などすべてのトラウマを含んでいる。ソーシャルサポートの
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効果値を算出するのに使用された論文を確認すると、大半が自然災害か交通事故が対象となっ
ている。また、2 つ目のメタ・アナリシスは、未成年児童のみを分析対象としている点でやや制
約がある。特に犯罪被害で、周囲の肯定的な評価と PTSD 症状が関連しにくいのかもしれない。
これは今後の研究課題だが、犯罪被害のみを扱ったメタ・アナリシスが将来行われることが期待
される。総じて、犯罪被害者が周囲に伝え、それに対して周囲がどう反応するかという危険因子
は、外傷後ストレス障害に関する研究の一部にしかすぎない。今後はそれ以外の危険因子も併せ
て、犯罪被害支援の実践に活かせる知見を引き出していく努力が求められる。
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